
市町村別の関係人口の範囲（移住支援金 市町村特認）

関係人口について

定義している市町村数
7

NO. 市町村名 関係人口の具体的な要件

対象期間

(実施計画期間)

令和４年度

R4.4.1～R5.3.31
都道府県名 富山県

1 富山市

富山市に住民票を移す前に、市内に住宅を所有している者、若しくは1年以上賃貸住宅を借

りている者又はその配偶者であって、富山市内で就業又は起業した者

【就業要件】

・勤務地が富山市内であること

・一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約であり、申請時において3か月以上在

職していること（申請日から1年以内に当該職を辞した場合は全額返還）

【起業要件】

・雇用保険適用事業主であること

・申請時に雇用保険をかけている従業員が1名以上いること（申請日から1年以内に廃業した

場合は全額返還）

2 魚津市

直近３年間の内に２回以上、魚津市主催の、魚津市内で開催される市内での滞在を伴う事業

に参加したものを対象とする

（事業例：移住体験ツアー、ふるさとワーキングホリデー、お試し地域おこし協力隊等。※

全日本大学女子野球選手権大会やしんきろうマラソン、ゲーム関係事業等についても、移住

体験ツアーを付随させるなどして対象としていきたい）

※参加が確認できる事業のみを対象とし、観光目的の不特定多数が参加する事業は対象とし

ない

3 氷見市
移住体験ツアーや、ふるさとワーキングホリデー、棚田オーナー等で、２回以上氷見市を訪

れたことがある方であって、かつ「氷見きときとファンクラブ」の会員である方

4 南砺市

南砺市応援市民に登録している者

登録定義（要件）は次の３点

・南砺市外に在住する方であること

・南砺市を愛していただくこと

・南砺市への応援活動を実施していただくこと。

7 入善町

入善町で生まれ育った者（入善町で生まれ、小学校以上を卒業した者）であって、入善町内

で就業、または起業した者

【就業】マッチングサイトに掲載している求人でなくても可

週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して３ヶ月以上在職し

ていること（申請日から１年以内に当該職を辞した場合は全額返還）

【起業】起業支援金の交付決定を受けてなくても可

個人事業の開業届出、若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業

組合、特定非営利法人等の設立を行い、その代表者となる者であること（農林漁業等を含

む）（申請日から１年以内に廃業した場合は全額返還）

5 上市町

首都圏において当町の出身者等で構成されているコミュニティ組織「上市町首都圏同窓会」

に加入している者。

※上市町首都圏同窓会とは

   首都圏在住の出身者コミュニティ形成に関する活動（公益活動）を行い、富山県上市町の

関係人口形成に寄与することを目的として2019年９月に設立し、「上市町」と「首都圏」を

つなぐ活動を展している。加入要件は上市町に縁があり、目的に賛同し、オンラインコミュ

ニティへの参加、もしくは本会が実施する事業への参加者となっている。

6 立山町

立山町移住定住促進公式SNS運用方針に定めるソーシャルメディアサービス（Facebook、

Instagram、LINE）のいずれかのフォロワー又は友だちであり、以下のいずれかの要件を満

たす者

①町が主催、共催、後援、またはそれらに準じた地域行事に出展若しくは参加又は町が文化

財に指定した民俗芸能に参加し、かつ移住後３年以上継続参加が見込める者（単なる観客と

しての参加は除く。）

②移住体験施設（リフレしんせと）に過去に３度以上利用し、立山町に滞在した経験がある

者


